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自律型のエンタテインメントロボットである。ロボットを、人間の生活の
中に取り込んだ商品として、家庭用として初めて事業化された。４足で歩
行して感情を表現し、人とコミュニケーションすることで学習・成長しな
がら、自らの判断で行動した。開発にあたって作られた試作機も現存して
おり、新たな科学技術分野の創造に寄与したものとして、重要である。

一－ハ　（新たな科学技術分野の創造に寄与したもの）


